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１  はじめに 

  近年、能登半島地震をはじめとして、毎年のように、全国各地で災害が発

生しています。このような大規模な地震や水害が発生した直後は、行政によ

る支援には限界があるため、地域で助け合う『共助』の重要性が再認識され

ています。 

災害発生時には、自分の命は自分で守る、家族・親族で助け合う『自助』が

基本となりますが、自ら避難することが困難で、避難に他からの支援を必要と

する方がいます。特に、高齢者や障害者などの災害時に支援が必要な方（避難

行動要支援者）には、近隣の方をはじめとした行政区（自主防災組織）、民生

委員、消防団などの地域の皆さんがお互いに協力して助け合う『共助』による

支援が求められています。 

  本マニュアルは、各行政区で取り組まれている避難行動要支援者の避難方

法を定める「個別計画」作成の参考となるように作成しました。 

  このマニュアルを活用し、お住まいの地域で、家庭で、防災について話し

合い、「みんなで助け合い、安全安心な地域づくり」のための活動をお願いし

ます。 

 

≪本マニュアルによる進め方の手順≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＳＴＥＰ１ 

避難行動要支援者名簿の配布 

配布された名簿から、行政区にいる

避難行動要支援者を把握します。 

ＳＴＥＰ２ 

個別計画作成 

行政区を中心に、一人ひとりの状況

にあわせた避難計画（個別計画）を

作成します。 

ＳＴＥＰ３ 

避難訓練実施 

町が実施する防災訓練等に参加し、

計画の実効性を評価し、改善してよ

りよい計画にします。 
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２  避難行動要支援者とは 

  「避難行動要支援者」とは、高齢者や障害者などの災害時に支援が必要な

方のことを言います。町では、下記の基準により毎年対象者を抽出し「避難

行動要支援者名簿」を作成しています。 

 (1) 高齢者・障害者など 

＜対象者＞ 

 ア 要介護認定３～５を受けている方 

 イ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する方（心臓、

じん臓機能障害のみで該当する者は除く） 

 ウ 療育手帳Ａを所持する方 

 エ 上記以外で行政区（自主防災組織）又は町が特に支援を必要と認め

る方 

   → 対象者に制度を周知し、名簿に掲載してほしくないという方以外は、

原則として名簿に掲載します。その方については、災害時のみに活用

する別の名簿を作成します。 

 (2) 原子力災害時要登録者 

   原子力災害が発生し、広域避難指示が出た場合に、世帯の全員が自家用

車を持っていない、運転できないなどの理由により、広域避難が実施でき

ない方が対象となります。 

 

３ 避難行動要支援者名簿について 

  避難行動要支援者を各行政区ごとに整理した名簿を行政区長に配布します。 

 (1) 活用について 

   名簿に掲載されている避難行動要支援者を把握し、日々の見守りや災害

時に円滑に避難を実施するための支援体制づくりに活用します。 

 (2) 取扱いについて 

   個人情報保護に十分に配慮し、行政区内関係者以外の使用及び防災関係

業務以外の使用を禁止します。また、紛失に注意して厳重保管をお願いし

ます。なお、行政区長交代時には必ず名簿の引継ぎをお願いします。 

 (3) 更新について 

   概ね１年ごとに名簿の更新をいたします。更新の配布時には前回名簿を

町で回収し、新しい名簿を配布します。 
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４  避難行動要支援者への配慮事項 

  避難行動要支援者の現状や支援の際に配慮する点については、次の例のと

おりとなります。 

区  分 避難行動などの特徴 配慮を要する主な事項 

要
介
護
者 

寝たきり 

自力で行動できない。 

自分の状況を伝えることが

困難な場合がある。 

ストレッチャーなどの移動

用具と支援者の確保が必要。 

認知症 

自分で判断し、行動するこ

とができない。 

自分の状況を伝えることが

困難。 

車いすなど移動用具と支援

者の確保が必要。 

安否確認や状況把握が必要。 

身
体
障
害
者 

視覚障害者 

視覚による状況の把握が困

難。 

災害時には住み慣れた地域

でも状況が一変するため、

単独では素早い避難行動が

困難。 

音声による避難伝達及び状

況説明が必要。 

避難誘導などの支援者の確

保が必要。 

聴覚平衡 

障害者 

音声言語 

障害者 

音声による情報が伝わらな

い（視覚外の異変・危険察

知が困難。音声による避難

誘導の認識ができないな

ど）。 

言葉で自分の状況などを人

に知らせることができない

場合がある。 

外見から障害のあることが

認識されづらい。 

正面から大きく動かして話

したり、身振り、手話、筆談、

図、携帯電話のメールなど視

覚による情報伝達が必要。 

紙、ペン、携帯電話、タブレ

ット端末など文字による情

報伝達が可能なツールが必

要。 

肢体不自由

者 

自分で身体の安全を図るこ

とが困難。 

自分で避難することが困難

な場合がある。 

車いすなどの移動用具と支

援者の確保が必要。 

内部障害者 

自力歩行や素早い行動が困

難な場合がある。 

常時使用する医療機器（酸

素ボンベなど）、医薬品が必

要な場合がある。 

支援者の確保が必要。 

医療機関との連携体制が必

要。 
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区  分 避難行動などの特徴 配慮を要する主な事項 

知的障害者 

一人では危険を判断するこ

とが難しく、環境の変化に

よる精神的な動揺が見られ

る場合がある。 

複数の話や抽象的な概念は

理解しにくく、人に尋ねた

り意見を言うのが苦手な人

がいる。 

精神的に不安定にならない

ように、常に話しかけるなど

気持ちを落ち着かせながら、

安全な場所へ誘導すること

が必要。 

短い言葉や文字・絵・写真な

どを用いて、わかりやすく事

態の理解を図る。 

精神障害者 

災害発生時には精神的動揺

が激しくなる場合がある

が、多くは自分で危険を判

断し、行動することができ

る。 

普段から薬を携帯する必要

がある。 

気持ちを落ち着かせること

が必要。 

薬の持ち出しが必要。 

原子力災害時避

難行動要支援者 

自家用車による避難ができ

ない。 

支援者の自家用車に乗合い

できるよう調整が必要。 

自力で避難所まで行くこと

ができない場合は、避難所ま

での避難への支援が必要。 

 (2) 原子力災害時避難行動要支援者への配慮 

   原子力災害時の防護措置は、放射線量の高い地域から離れることなので、

原則自家用車で町外へ広域避難しなければなりません。 

   原子力災害は他の災害と対応が違うため、原子力災害時避難行動要支援

者の避難支援については、別に定める必要があります。 

 (3) 災害時支援上の注意 

   避難行動要支援者の支援者になったからといって、避難支援は法的な責

任や義務を負うものでありません。災害時は、支援者も被災者の一人です。

まずは自分自身や家族の安全を確保してから支援を行ってください。 
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５ 個別計画の作成 

  行政区（自主防災組織）が中心になって、町や避難支援等関係者の協力を

得て、避難行動要支援者及びその家族の意見を聞きながら、一人ひとり個別

に一連の支援活動を想定した個別計画を検討し、避難行動要支援者個別計画

書（以下「計画書」といいます）を作成します。 

 

≪個別計画作成フロー≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 作成までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ１ 

ヒアリング 

本人もしくは家族から、支援を受け

るにあたっての希望や注意点などを

聴取します。 

ＳＴＥＰ２ 

個別計画検討 

本人もしくは家族の希望を参考に

し、支援の内容について行政区内で

検討します。 

情報共有 

① 支援者の決定 

② 支援方法・手順の決定 

③ 行政区内での集合場所（比較的安全が確保される場所）の決定 

個別計画 

行政区 

（自主防災組織） 

避難行動要支援者

本人又はその家族 

他行政区 

消防団 依頼 

聴取 協力 

調整 

町総務課 

作成支援 
相談 

町保健福祉課 

民生委員 

地域包括支援センター 等 

情報提供 

相談 

支援 
依頼 

相談 支援 
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 (2) 具体的な作成方法 

  ア ヒアリング 

    避難行動要支援者本人もしくは家族から、支援を受けるにあたっての

希望や注意点などについて聴取します。具体的には次の事項について聴

取してください。 

   (ｱ) 具体的支援内容 

     避難行動要支援者の状況及び想定される支援の内容を聴取してくだ

さい。具体的には次の例のとおりとなります。 

     ・耳が聞こえないので避難情報は見てわかるように伝えてほしい 

     ・足が不自由なので、家にある車いすに乗せて押してほしい 

     ・世帯に車がなく、町外まで移動できない 

     ・町内指定避難所まで自力で行けるかどうか 

など 

   (ｲ) 避難行動要支援者の状況 

     避難行動要支援者の状況を聴取してください。具体的には次の例の

とおりとなります。 

     ・毎週火曜日、木曜日はデイサービスセンターを利用している 

     ・家族は仕事で、平日の午前７時～午後７時までは本人しかいない 

     ・行政区内ではないが、近隣で支援してくれる親戚、知人がいる 

     ・安否札はもっているか 

など 

   (ｳ) 緊急時連絡先 

     避難行動要支援者の身元引受人となる方を第３順位まで決めてもら

い、計画書の③「緊急時の連絡先」欄に記入してください。 

     順序が決められない場合は、次の順序で記入してもらってください。 

     １．同居の家族 

     ２．町内にいる３親等までの血縁者 

     ２．町外にいる３親等までの血縁者 

     ３．町内にいる親戚 

     ４．町外にいる親戚 

     ５．知人、友人など 

   (ｴ) その他支援に必要な事項、要望など 

ＳＴＥＰ３ 

個別計画完成 

完成した計画は、町及び支援者と情

報共有し、災害時、または平常時の

見守り体制に活用します。 



7 

 

  イ 個別計画検討・決定及び計画書の書き方 

    次に、本人もしくは家族の希望を参考にし、支援の内容について行政

区内で検討し、決定します。具体的には次の事項について決定し、計画

書に記入してください。 

   (ｱ) 支援者の決定 

     本人の状況に応じた支援者の人数を決定し、①「行政区における支

援者数」欄に記入してください。行政区長を中心に役員、両隣、お向

かいなど複数の近隣住民で支援することが望ましいです。 

     なお、行政区内で支援者を割り当てられないときは消防団、民生委

員、他の行政区などに支援を依頼し、②「他避難支援協力関係者」欄

に記入してください。 

   (ｲ) 想定される危険性 

     避難行動要支援者宅で、次の危険性の有無について、④「想定され

る危険性」欄の該当箇所に○をつけてください。 

    ａ 土砂災害警戒区域指定 

      土砂災害防止法において、土砂災害（特別）警戒区域（通称レッ

ドゾーン、イエローゾーン）に指定されている場合「有」○をつけ

てください。 

    ｂ 自宅の耐震化 

      昭和５６年以降に建築された、もしくは昭和５６年以前に建築さ

れたが、耐震診断により耐震性が低いと診断され、耐震化を実施し

た住宅は「有」に○をつけてください。 

    ｃ 津波 

      久田を含む海岸地区で、避難場所より低地に住宅がある場合（お

おむね海抜 10ｍ以下）、津波の危険性が高いため「有」に○をつけて

ください。 

   (ｳ) 想定避難支援行動の決定 

     ヒアリングにより想定される避難行動の方法や手順について決定し、

⑤「想定避難支援行動」欄に記入してください。 

     ただし、あくまで想定ですので、想定どおりにならない場合の対処

についてもあらかじめ検討しておくことが大切です。 

    ａ 風水害避難所 

      風水害の場合、避難準備情報の段階で避難させるため、「風水害避

難所」欄に最寄りの優先開設指定避難所及び移動手段を記入してく

ださい。 

      なお、突然の集中豪雨などにより、身の危険を感じるが、避難所
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までの避難ができない場合、近隣で土砂災害（特別）警戒区域に指

定されていない民家に緊急避難することにより危険を回避すること

が大切ですので、あらかじめ避難先を決定しておき「風水害時の緊

急対応で身を寄せる世帯」欄に記入してください。 

    ｂ 地震避難所 

      津波の心配がない地震で、避難行動要支援者宅が危険な場合に避

難させる避難所として、地震時の優先開設指定避難所及び避難手段

を記入してください。 

    ｃ 津波避難場所 

      津波の危険性がある場合の最寄りの津波の際の指定避難場所及び

避難手段を記入してください。 

      なお、津波の到達時間に余裕がある場合は、自家用車などを利用

して地震津波の際の指定避難所まで避難させてください。 
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≪指定避難所一覧≫ 

 

 

  

№ 名称 住所 
連絡先 

(0258) 

避難所種別 
収容 

人員 
備考 

風
水
害 

津
波
高
潮 

地
震 

原
子
力 

福
祉
避
難
所 

  

① 越後出雲崎天領の里 尼瀬6-57 78-4000 ◎    
 

 
36   

② 
新潟漁業協同組合 

出雲崎支所 
尼瀬無番地 78-3161 ○     78  未耐震化 

③ 北国街道妻入り会館 尼瀬166 78-3700 ○    
 

 
28   

④ 海岸公民館 羽黒町431-1 78-2015 ◎  ○  
 

 
128  海抜8m 

⑤ 井鼻地区ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ 井鼻682 - ○    
 

 
26   

⑥ 大新潟ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ出雲崎ｺｰｽ 乙茂588甲 78-3711 ○ ○※ ○※   170  
※緊急避難場所 

 を兼ねる 

⑦ 西越地区農村環境改善ｾﾝﾀｰ 沢田439-1 78-2280 ◎ ◎ ◎ ◎  
156  

※111 
※原子力災害時 

⑧ 藤巻地区ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ 藤巻300 - ○ ○ ○  
 

 
30   

⑨ 
保健福祉総合ｾﾝﾀｰ 

ふれあいの里 
大門394-1 41-7133 ○ ○ ○ ◎ ○ 

56 

228※ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

※原子力災害時 

⑩ 出雲崎小学校 川西12 78-2205 △ △ △ △ 
 

 
470   

⑪ 出雲崎中学校 米田745 78-2137 △ △ △ △ 
 

 
608   

⑫ 多世代交流館きらり 米田395 86-5580 ○ ○ ○  ○ 80  

⑬ 出雲崎町中央公民館 米田281-1 78-2250 ◎ ◎ ◎ ◎ 
 

 
252   

⑭ 出雲崎町民体育館 米田281-1 78-4700 ○ ○ ○ ○ 
 

 
598   

⑮ 川東地区ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ 別ヶ谷500-30 - ○ ○ ○  
 

 
44   

⑯ 八手地区農村環境改善ｾﾝﾀｰ 船橋473甲 78-3211 ◎ ◎ ◎ ◎ 
 

 
184   

凡例）◎：優先開設 ○：状況により開設 △：通常開設しないが、場合により開設も有りうる 

 注）原子力災害時の町内指定避難所については一時的なものであり、長期的な避難生活については、 

広域避難先市町村となる。
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(ｴ) 原子力災害時の避難支援行動の決定 

     原子力災害時については、次の流れのとおりの対応になります。 

     対応可能な段階を決定し、具体的な内容について⑥「原子力災害時

の避難支援行動」欄に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ１ 

乗合避難の調整 

行政区内でできるだけ乗合避難でき

るよう調整します。調整できたら「乗

合支援者」欄に記入してください。 

調整がつかない場合 

ＳＴＥＰ２ 

自力避難 

町内指定避難所まで、徒歩など自力

で避難ができるかどうか本人に確認

します。 

自力で避難することができない場合 

ＳＴＥＰ３ 

避難支援の検討 

支援者の自家用車や誘導などにより

町内指定避難所へ移動する体制を検

討します。 

行政区内で避難支援体制が構築できない場合 

ＳＴＥＰ４ 

地区集合場所の決定 

災害時に集合する行政区内の集合場

所（公会堂など）を決定します。 

その後、町に支援を要請します。 

町の支援による、町内指定避難所への移動 

ＳＴＥＰ５ 

屋内退避、広域避難 

町内指定避難所で屋内退避を実施

し、避難指示が出た段階で町が準備

した避難手段により広域避難を開始

します。 
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≪町内指定避難所（原子力災害時の優先開設施設）≫ 

名称 所在地 電話番号 対象の行政区 

西越地区 

農村環境改善 

センター 

沢田 439-1 78-2280 
沢田、藤巻、神条、吉川、滝谷、柿木、

馬草、乙茂、大寺、久田、上中条 

保健福祉総合 

センター 

ふれあいの里 

大門 394-1 41-7133 

駅前、大門、川西全区、川東、てまり

団地、松本、まつもと団地、山谷、 

大釜谷、小釜谷、深町、別ヶ谷 

出雲崎町 

中央公民館 
米田 281-1 78-2250 

海岸地区全ての行政区、立石、中山、

米田、上小竹、下小竹、上野山 

八手地区 

農村環境改善 

センター 

船橋 473甲 78-3211 
桂沢、吉水、船橋、稲川、田中、市野

坪、豊橋、常楽寺、小木、相田 

 

   (ｵ) その他 

     その他支援に関する特記事項などは、⑦「備考」欄に記入してくだ

さい。 

   (ｶ) 避難支援することができない場合 

     少子高齢化や生活環境の変化により、平日日中は避難行動要支援者

しかいない場合やいる近隣住民も自力避難が精一杯で支援することが

できない方のみとなる場合など、どうしても行政区内では避難支援を

実施することができなく、地元の消防団、民生委員、隣の行政区、近

隣の知人・友人などの支援も受けることができない場合は、⑦「備考」

欄に状況を記入してください。 

     このような場合、町や関係機関の支援によるものとなります。 

     ただし、町や関係機関は災害対応を実施しているため迅速な支援が

困難な場合があります。 

 (3) 個別計画の完成 

   計画書が完成したら、支援者全員で内容を把握してください。 

   また、計画書は公的な支援にも活用するため、町に報告してください。 

 (4) 個別計画の更新 

   避難行動要支援者の状況は日々変わっていきます。 

   避難行動要支援者名簿の更新に併せて、すでに個別計画作成済みの避難

行動要支援者からも、個別計画の内容について変更がないか確認してくだ

さい。 
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記入例 

尼瀬１６６ 稲荷町 

ﾂﾏｲﾘ 

妻入 ナミ １１  １  １ 

７８－３７００ 

一人暮らし 

身体障害者（視覚）、原子力災害時避難行動要支援者 

７ 

949-4308 尼瀬 6-57 
 
         78-4000 

969-7201 
福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４ 
         0241-42-2112 

手をつないで避難誘導 

妻入り会館             徒歩 

中央公民館             支援者の車 

稲荷神社              徒歩 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

ﾖｲﾀ ｹｲ 

与板 敬 

尼瀬１７２ 

７８－２０４２ 

ｻｶﾅ ﾕﾀｶ 

坂名 豊 

尼瀬０ 

７８－２２９５ 

中央公民館             支援者の車 

妻入り会館             徒歩 

949-4392 川西１４０ 
 
         78-3111 

ｲｽﾞﾓ ｻｷ 
出雲 咲 
    いとこ 

ﾃﾝﾘｮｳ ﾉﾘ 
天領 乃里 
    友人 

ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｺ 
柳 津子 
    姉 



13 

 

６ Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ：「個別避難計画」は必ず作成しなければならないか。 

 Ａ：あくまで要支援者本人、家族の同意で作成するものであり、強制するも 

のではありませんが、災害時に要支援者の命を救うために、可能な範囲 

で作成していただきたいと考えております。 

 

Ｑ：支援者になる方が見つからない。 

Ａ：支援者の負担が軽減されるように、行政区内で複数人での支援体制づく 

りをお願いします。日中夜間などの状況に応じ、支援できる人を探すな 

ど、「いつ」「だれが」支援できるかの確認をお願いします。 

近隣で支援者がどうしても見つからない場合は、自分が助かる可能性が 

  少しでも高くなる方法、場所への避難方法を考えてください。 

 

Ｑ：災害時に要支援者を支援できなかった時、支援者が責任を問われるか。 

Ａ：避難行動要支援者の避難支援は、法的責任を負うものではありません。 

   まずは自身と家族の安全を確保した上で、可能な範囲で支援をお願いし 

ます。 

 

Ｑ：名簿に載っていないが、載せた方が良いと思う方がいたらどうしたらよ 

いか。 

Ａ：行政区（自主防災組織）の判断で名簿に掲載が可能ですので、一度町へ 

連絡をお願いします。 

 

 Ｑ：地域と交流のない方が、名簿に載っている場合はどうしたらよいか。 

 Ａ：交流のない方で計画作成が難しい場合は、実災害時にその方が避難でき 

ているかの安否確認だけお願いします。 

 


